
ﾌﾘｶﾞﾅ

整　理　番　号
※大学使用欄

７　私費外国人留学生選抜

９　総合型選抜

学部・学科

[　　　　　　　　　]学部 [　　　　　　　　　　　　　　]学科
　　　　　　　　　　　　　 [　　　　　　　　　　　　　　]専攻

　　　　　　　　　　　　　   [　　　　　  　　　　　　　　]コース
　　※医学部保健医療学科リハビリテーション学専攻、人文社会学部心理教育学科の方は、コース名も記入してください。

差
　
出
　
人

住 所

〒　　　　　　－

氏名

８　帰国生徒・外国学校出身者選抜

入学手続書類 在中
書　留

該当する区分番号を○で囲み、学部・学科・専攻名と差出人欄を記入してください。

１　学校推薦型選抜A
２　学校推薦型選抜B
３　地域枠学校推薦型選抜
４　学校推薦型選抜（中部圏活躍型）
５　学校推薦型選抜（名古屋市高大接続型）
６　学校推薦型選抜（連携指定校型）

書 留

速達便

名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄１番地
（名古屋市立大学桜山キャンパス）

名古屋市立大学
学生課 御中

速 達

４ ７ ８６ ０ １６



授業料の納入方法(口座振替)についてのご案内 
 

 

 

このたびは、名古屋市立大学への合格おめでとうございます。 

さて、本学では授業料の納入を口座振替にて行っておりますので、以下の１、２に注意し

必要書類を整え、入学手続き時に他の入学手続き書類と併せてご提出ください。 

なお、大学への提出前に金融機関窓口で手続きが必要になりますのでご注意ください(ゆ

うちょ銀行・ネット銀行を除く)。 

 

 

金融機関ごとの手続き方法 

 
三菱 UFJ銀行 

ゆうちょ銀行 

ネット銀行 
その他の金融機関 

使用する用紙 預金口座振替依頼書 
預金口座振替依頼書 

自動払込利用申込書○収○加 

預金口座振替依頼書 

自動払込利用申込書○収○加 

金融機関窓口での 

手続き※１ 
要 不要 要 

大学へ提出する 

用紙※２ 

２枚目のみ 

(要、金融機関の確認印) 
１枚目と２枚目 

２枚目のみ 

(要、金融機関の確認印) 

備考  

口座番号がわかるもの(通

帳等)のコピーを必ず
．．

添付
．．

してください。 

 

※１ 大学へ提出する前に、金融機関窓口で用紙の２枚目に口座確認印をもらってください。 

※２ 本人控えである３枚目の提出は必要ございません。 

 

 

留意事項 

(１) 学生本人名義の他、父母等の名義の口座でも可能です。 

(２) 通帳番号は必ず
．．

右詰めでご記入ください(８桁に満たない場合は、左マスを空欄にす 

ること)。 

 

◎口座振替の時期と金額(令和８年度(予定)) 

区分 口座振替日 授業料の額※ 

前 期 ５月１２日(火) ２６７，９００円 

後 期 １０月２７日(火) ２６７，９００円 

※授業料の額は一般学生の金額です。 

※口座振替日は予定であり、変更の可能性があります。 

 

 

 

 

(お問い合わせ先) 

〒４６７－８６０１ 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄１番地 

               公立大学法人名古屋市立大学 財務課 

              ☏０５２－８５３－８０１３ 授業料担当 



「預金口座振替依頼書」記入例１ 

※訂正される場合は、必ず二重線で消し、上から金融機関届出印を押してください。 

 

①「三菱ＵＦＪ銀行」を選択される場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①番の用紙に記入

してください。 

４． 

最寄の三菱ＵＦＪ銀行の窓口にて、口座番号確認印を受け、

1/3 は銀行へそのまま提出、2/3は大学へ提出し、3/3 は

控えとして保管してください。 

３． 

１枚目、２枚目

に金融機関届

出印を捺印して

ください。 

※印が、金融機

関届出印であ

ることを、確認

してください。 

１． 

「預金者名（フリ

ガナ）、支店名、店

コード、預金種

目、口座番号（右

詰め）」を、通帳を

確認しながら、正

しく記入してく

ださい。 

２． 

学生本人の「氏名

（フリガナ）、学

部・研究科名、連

絡のとりやすい

住所・電話番号」

をそれぞれ記入

してください。 

学籍番号の欄に

は、受験番号を

記入してくださ

い。 



「預金口座振替依頼書」記入例２ 

※訂正される場合は、必ず二重線で消し、上から金融機関届出印を押してください。 

 

②「三菱 UFJ 銀行以外の金融機関」を選択される場合 

 

 

 

１． 

提出先金融機関名

を記入してくださ

い。 

３． 

預金者名（フリガ

ナ）を記入し、１

枚目、２枚目に金

融機関届出印を

捺印してくださ

い。 

※印が、金融機

関届出印である

ことを、確認し

てください。 

 

なお、ゆうちょ

銀行以外の金融

機関を選択され

る場合は、１枚

目に捨印も押印

してください。 

②番の用紙

に記入して

ください。 

５． 

（ゆうちょ銀行・ネット銀行を選択された場合） 

窓口等での手続きはせず、1/3、2/3及び通帳等の口座番号が分かるもの

の写しを大学へ提出し、3/3 は控えとして保管してください。 

（ゆうちょ銀行・ネット銀行以外を選択された場合） 

選択された金融機関窓口にて、口座番号確認印を受け、1/3 は銀行へそのまま

提出、2/3は大学へ提出し、3/3 は控えとして保管してください。 

４． 

学生本人の「氏名

（フリガナ）、学部・

研究科名、連絡のと

りやすい住所・電話

番号」をそれぞれ記

入してください。 

学籍番号の欄に

は、受験番号を記

入してください。 

２． 

どちらかを選択し、

通帳等を確認しな

がら太枠の中を正

しく記入ください。 



名古屋市立大学における学生に係る個人情報の取扱いについて 

   

 名古屋市立大学 

  

本学では、学生及び保証人のみなさまが提出した書類や修学上で知り得た情報等について、名古屋市個人情報保護

条例(令和４年名古屋市条例第 56 号)及び名古屋市情報あんしん条例(平成 16 年 3 月 31 日名古屋市条例第４１号)の規

定を遵守し、学生の個人情報の保護に努めております。個人情報の取得、管理、利用、提供について技術的、組織的な

対策を講じるとともに、教職員に対する教育・啓発に努め、学生の個人情報の適正な利用と保護を行っています。  

  

１．取得する個人情報の内容と利用目的について   

 ＜個人情報の内容＞  

・学籍記載情報   

学生本人の氏名・住所・電話番号・性別・生年月日・国籍・在留資格・在留期間の満了日・学籍番号、保証人の氏

名・住所・電話番号・学生との続柄 など 

・修学に関する情報  

履修・成績情報、進級・卒業判定情報、留学情報、入試情報 など 

・授業料納付に関する情報 

保証人の氏名・住所・電話番号・学生との続柄、授業料の引落し口座情報 など 

・授業料減免に関する情報  

家族状況、家計の経済状況、国籍、在留資格 など 

・奨学金に関する情報  

奨学生番号、貸与又は給付金額、家族状況、家計の経済状況、国籍、在留資格、振込口座情報、保証人の氏名・

住所・電話番号・学生との続柄 など 

・健康管理に関する情報   

健康状態、検査結果 など 

・就職活動・就職内定に関する情報  

・学内施設・設備利用手続き等に関する情報  

・その他の情報   

学生本人のメールアドレス、パスワード等学内認証記号、振込口座情報 など 

  

 ＜個人情報の利用目的＞  

教務関係業務： 本人確認、本人への通知・連絡、掲示、保証人への連絡、学生証、各種証明書、学位記の発行、 履修

登録、授業・試験、成績処理、進級・卒業処理、国際交流、留学に関する業務 など  

修学支援業務： 授業料徴収に関する業務、授業料減免に関する業務、各種奨学金に関する業務、各種給付に関する

業務、災害賠償等の保険に関する業務 など  

就職支援業務： 進路登録、就職指導に関する業務、インターンシップに関する業務 など  

健康管理業務： 健康診断、学生相談、日常的な健康安全管理に関する業務など  

学内施設利用： 図書の貸出、学内情報ネットワーク、学内施設・設備の利用 など  

そ の 他： 統計調査及び分析（※）、各種証明書の発行、各種連絡・通知、物品等の貸与、課外活動、災害時の安

否確認 など （※）については別紙内容も併せてご確認ください。 

       

 



２．個人情報の第三者提供に関する同意について  

本学では、上記の目的を達成するためにみなさんの同意を得た上で、大学関係団体等に必要最小限の個人情報

を提供いたします。  

  

① 学生の保証人への提供  

本学では、学生の成績、履修状況及び学籍異動等について、保証人にお知らせする場合があります。 

②独立行政法人日本学生支援機構等、奨学金支給団体への提供   

奨学金申請、継続申請及び返還等の奨学金関係業務のために、氏名、学籍番号、学部・学科等・年次、経済

状況並びに成績状況等を提供します。  

③本学が契約する委託業者等への提供  

本学では、定期健康診断の一部や学位記作成などを本学が契約する業者等に委託しており、受診者の特定、

健康診断データの受領をはじめとする健康診断関連業務や学位記作成などの業務のため、学生の氏名、学籍

番号等を提供します。  

④名古屋市立大学後援会への提供 ※学部生のみ  

広報誌「創新」及び総会のご案内等の送付並びに役員委嘱依頼のため、後援会に入会された学生の氏名・学

部・学科、保証人の氏名・住所・電話番号・学生との続柄を提供します。後援会の趣旨、支援事業等は入学手

続関係書類に在中の「後援会入会のご案内」にてご確認ください。 

⑤名古屋市立大学交流会への提供 ※学部生のみ  

広報誌、イベント情報等をご案内するため、交流会に入会された学生の氏名・住所・電話番号・メールアドレス・

学部・学科を提供します。交流会の趣旨、活動内容等は入学手続関係書類に在中の「名古屋市立大学交流会

ご入会について」にてご確認ください。 

 

３．個人情報の開示・訂正・利用停止請求手続きについて  

本学が保有する個人情報に関して、本人からの開示・訂正・利用停止等の請求があった場合は、「名古屋市個人情

報保護条例」及び「名古屋市情報あんしん条例」に基づき対応いたします。  

  

学生の個人情報に関する問い合わせ窓口  

主な個人情報の内容 問い合わせ窓口 

履修、成績、進級・卒業判定などの教務に関する情報 
各学部・研究科事務課 

教務企画課(教養教育) 

学生本人、保証人の連絡先に関する情報 各学部・研究科事務課 

奨学金、授業料減免、課外活動、健康管理、就職支援に関する情報 学生課（学生支援） 

授業料の納付に関する情報 財務課 

図書館の利用に関する情報 学術情報課 

情報ネットワークに関する情報 総合情報センター 

その他（個人情報全般） 総務課 

 

 

 



  別紙 
 

 本学では、教学ＩＲの一環として、皆さんが提出した書類や修学上で知り得た情報等を用いて、統計調査や分

析を行っています。 

 

ＩＲは、「大学全体の調査」を指すものとされていましたが、今日の大学では、教学ＩＲとし

て、各種情報を個々の学修成果として把握し、可視化（見える化）することが求められるように

なりました。教学ＩＲの取組みにより、各種情報（データ）を意味のある情報に変換することで

教育改善をし、学生の皆さんの指導等にも役立てることができます。 

 

「統計調査及び分析」を含む教学ＩＲのために用いる個人情報については、以下のとおりです。 

 

○利用する個人情報の内容について 

 ・学籍情報：学籍番号、性別、学生区分（学部、大学院）、所属区分（学部・学科、研究科・専攻） 

学籍状態、入学・卒業・退学年月日 等 

 ・履修情報：履修登録科目名、履修年度・学期等 

 ・成績情報：授業科目の成績評価・修得単位、授業科目の成績取得年度・学期、ＧＰＡ（年度毎、累積）等 

 ・入試情報：入学試験区分・科目、入学試験得点・順位、大学共通試験（センター試験）科目・結果等 

 ・各種調査情報：授業アンケート、大学満足度調査等 

 

○個人情報の利用目的について 

統計調査や分析による学修成果の測定・把握による教育改善及び修学指導 

 

○結果の利用及び公表方法について 

・個人情報が特定できない形で数値化等の加工をしたうえで公表します。 

・学生本人には、個人情報を含む分析結果を返却する場合があります。 

  

○個人情報の第三者提供について 

 統計調査及び分析において取得した個人情報は、本人の同意を得ることなく上記の目的以外で第三者に提供す 

ることはありません（上記の目的のとおり、修学指導の一環として、指導教員等に結果を提供することはありま 

す）。なお、上記の目的を達成するため、統計調査及び分析に関する業務の全部又は一部を外部委託することがあ 

りますが、委託に際しては、個人情報の適切な取扱いに関する契約を締結したうえで、適切な管理を義務付けて 

います。 

 

○個人情報の開示・訂正・利用停止請求手続きについて 

 本学が保有する個人情報に関して、本人からの開示・訂正・利用停止等の請求があった場合は、「名古屋市個人情報 

保護条例」及び「名古屋市情報あんしん条例」に基づき対応します。  

 

なお、大学全体としての個人情報の取扱いについては「名古屋市立大学における学生に係る個人情報の取扱いにつ 

いて」として、入学手続き書類の中において誓約書・同意書も含めてご案内をしていますので併せてご確認ください。 

 

 

本件に関する問い合わせ先 

教務企画課（連絡先 052-872-5807） 



誓約書・同意書 

名古屋市立大学長 様 

私は、入学に際し、以下の事項について、誓約するとともに、同意します。 

【誓約内容】 

◇学則（学則及び大学院学則をいう。以下同じ。）その他諸規程を遵守し、学生の本分を全うします。

【同意事項】 

◇「名古屋市立大学における学生に係る個人情報の取扱いについて」に記載されている個人情報の内容と利用目的などを理解

し、個人情報の取扱いに同意します。

年  月  日 

（入学者） 

 学部・研究科名
 学部 学科 

研究科 専攻 

氏名（自署）

私は、上記学生が名古屋市立大学在学中は、以下の保証人の役割を担うことに同意します。 

【保証人の役割】 

◇上記学生に、学則その他諸規程を遵守させ、学生の本分を全うさせます。

◇上記学生が身分異動（休学、復学、退学等）の願出をする際に所定の書類に連署します。

◇名古屋市立大学から上記学生に連絡がつかない場合、上記学生に代わり名古屋市立大学からの連絡を受け取り、対応します。

◇上記学生の授業料債務に関し、保証の責を負います（極度額 535,800円(年間授業料相当額) ※在学中に授業料の改定が行

われた場合には、改定後の年間授業料相当額）。

◇保証人を変更する場合または保証人の住所等に変更があった場合は、上記学生を通じて、所定の手続きにより速やかに名古屋

市立大学に届け出ます。

◇「名古屋市立大学における学生に係る個人情報の取扱いについて」に記載されている個人情報の内容と利用目的などを理解

し、個人情報の取扱いに同意します。

年  月  日 

（保証人） 

 現住所 

 電話番号 

 学生との続柄等 

保証人氏名（自署）

注意事項 

※１ 「名古屋市立大学における学生に係る個人情報の取扱いについて」に関する同意を除いては、学生の身分を取得した日をもって効力が生じる

ものとします。 

※２ 保証人となれる方は、原則として独立の生計を営む成年者とします。

※３ 本書は本人・保証人ともに必ずそれぞれ自筆で記入してください。

※４ 学則は本学 Web サイトでご覧になることができます。

専攻

コース



【在留カードをお持ちの方または取得予定の方は提出して下さい】 名古屋市立大学
Nagoya City University

日本国籍以外の方の在留資格について 記入日：　　　　年　　　　月　　　　日　

 Please circle the number  that fits your situation

1 日本に所在する日本語学校 Japanese Language School in Japan

2 日本に所在する高等学校 High school in Japan

3 日本に所在する大学（大学院を含む。）University in Japan

4 海外に所在する大学（大学院を含む。）University overseas

5 海外に所在する上記のいずれにも属さない教育機関（インターナショナルスクールを含む。）
Other educational institution overseas (including International school)

1 日本政府からの奨学金（国費留学生奨学金）または学習奨励費

2 母国の政府もしくは機関からの奨学金

3 その他の奨学金　（奨学金の名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

4 現在受給していない（申請予定を含む）

在留カードのコピー（両面）を提出（本紙下欄に糊付け）してください。

       Please stick the copy of your residence card below and submit the form to the International Exchange Center.

9　日本人の配偶者等

(3)受給予定の奨学金
Scholarships to be received

            No scholarship

（月額：　　　　　　 　　　　　　円）
     Monthly amount

     Engineer/Specialist in Humanities/International Services
8　技術・人文知識・国際業務

     Spouse or Child of Japanese National

      MEXT Scholarship or JASSO scholarship

      Scholarship from the government or institution of your home country

            Other scholarship             Name

◆該当する番号に〇をつけてください。

(1)入学前の在籍学校
   The educational institution before

entering NCU

(2)現在の在留資格
 Visa Status

研究科
graduate school

修士  /  博士
master   /  doctoral

0　特別永住者 1　永住者 2　定住者 3　留学
    Special Permanent Resident      Permanent Resident      Long-Term Resident      Student

4　短期滞在 5　文化活動

Date:               year             month            day 

受験番号
Examinee's

Number

所属
School

学部
school / faculty

Visa Status

コース
course

専攻
major

学科
department

名（First Name）姓（Last Name）

漢字
Name in

Japanese Kanji

姓（Last Name） 名（First Name）

　　 ※在留カードがまだない場合は、パスポートの写しを提出（本紙下欄に糊付け）し、在留カードの写しは後日提出してください。

Please submit if you have　or plan to have a Residence Card .

フリガナ
Name in Katakana

アルファベット
Name in

Alphabets

     Cultural Activities      Designated Activities      Dependent

ミドルネーム（Middle Name）名（First Name）姓（Last Name）

※住民票又は在留カード(未発行の方はパスポート)と同じ表記の氏名を記入してください。
 Please write your name written on "Residence card" or "Certificate of Residence". If you haven't had them yet, please write name wrirtten on the passport.

6　特定活動 7　家族滞在
     Temporary Visitor

ミドルネーム（Middle Name）

おもて面の写し貼付
Paste the front side of the card with your photo 
here.

うら面の写し貼付
Paste the other side with your new address 
here.



氏名表記変更届 

（入学許可書に記載されている氏名表記と住民票、パスポート、在留カードの氏名表記が異なる場合

にご提出ください。） 

 

身分証明となる学生証の氏名は、住民票・パスポート・在留カード（以下、「住民票等」といい

ます。）の表記と一致していることが必要です。入学許可書に記載されている氏名が、住民票等に

記載されている表記と異なる場合（改姓や漢字の表記が異なる場合（高→髙）など）は、以下に変

更内容を記入のうえご提出ください。この届出による氏名が、入学後、学生証のほか大学が発行す

る証明書や学位記に表示されます。ご提出がない場合は、入学許可書の氏名表記が学生証等に印字

されます。  

※ 入学手続き日以降の変更については、下記の問い合わせ先にご連絡ください。 

 

学部／研究科  

学科／課程 ※  

受験番号  

※ 医学部保健医療学科の方は専攻名まで（リハビリテーション学専攻の場合はコース名まで）記入してください。 

  人文社会学部心理教育学科の方はコース名まで記入してください。 

 

入学許可書の氏名表記  

 

住民票等の氏名表記 

＊大きく正確に記入 

＊姓（苗字）と名の間は空白を入れる 

 

上記の氏名表記について（いずれかに○） 

住民票 ／ 【外国籍の方のみ】パスポート ／ 【外国籍の方のみ】在留カード  

フリガナ 
＊20 字以内（濁点・半濁点含む） 

                    

 

【連絡先】 

電話番号（日本国内）                                   

メールアドレス                                      

 

＊ 改姓する方へ（日本国籍の方のみ） 

戸籍抄本を添付して提出してください。 

 

＜問い合わせ先＞ 

名古屋市立大学学生課（入試） 

Tel：052-853-8020 
Mail：shingaku@adm.nagoya-cu.ac.jp 
 



 

通称名の使用について 

 

本学では、次の場合に通称名等の使用を認めています。 

① 戸籍上の姓を変更した学生が、当該変更前の姓（旧姓）を使用する場合 

② 自認する性との不一致を理由として通称名を使用する場合 

③ 外国籍の学生が、住民票に記載されている通称名を使用する場合 

 

通称名等の使用が許可された場合、法令等により戸籍上の氏名等を使用することが義務付けられ

ている場合などを除き、学生証や学位記、卒業後に発行する証明書等においても通称名等を記載し

ます。通称名等の使用を希望される場合は、以下までお問い合わせください。 

 

  

＜問い合わせ先＞ 

                            名古屋市立大学学生課（学生支援） 

Tel：052-872-5042 

Mail：studentservice@sec.nagoya-cu.ac.jp 

 



いいえ 

はい 

高等教育の修学支援新制度（入学料・授業料減免＋給付奨学金）による 

入学料の減免について 

国が実施する高等教育の修学支援新制度は、『入学料・授業料の減免』と『日本学生支援機構（JASSO）

による返還不要な給付奨学金』が一体となった制度です。 

以下は、本制度の適用を受け入学料の減免を希望される場合の手続方法を説明しています。 

対象となる方は、入学手続き時又は入学後に該当する手続きを行ってください。 

本制度の適用を受けるためには、JASSO 給付奨学生として採用され、家計等の状況に応じて判

定される「支援区分」に適合することが必要です。 

JASSO 給付奨学生に採用された場合、入学料と同様に授業料の減免の対象となりますが、授業

料は入学後に発生するため、入学手続き時に行っていただく手続きはありません。 

「はい」の場合は以下の説明へ 

１ 入学前に申請する予約採用で「JASSO 給付奨学金」の採用候補者となっている方 

（1）入学手続時に入学料の減免を行います。

入学料については下表の減免後の金額と諸団体納付金の合計額を納入（振込）してください。

採 用 候 補 者 決 定 通 知 

に記載された支援区分 

正規の 

入学料の金額 

減免後の入学料の金額 

第Ⅰ区分 第Ⅱ区分 第Ⅲ区分 
第Ⅳ区分 

（私立理工農） 

(満額の支援) (満額の 2/3 支援) (満額の 1/3 支援) （減免なし） 

名 古 屋 市 住 民 等 232,000 円 0 円 77,300 円 154,600 円 232,000 円 

そ の 他 の 者 332,000 円 0 円 110,600 円 221,300 円 332,000 円 

【多子世帯】 

採 用 候 補 者 決 定 通 知 

に記載された支援区分 

正規の 

入学料の金額 

減免後の入学料の金額 

第Ⅱ区分～第Ⅳ区分 

（多子世帯） 
多子世帯 

(満額の支援)

名 古 屋 市 住 民 等 232,000 円 0 円 

そ の 他 の 者 332,000 円 0 円 

（2）入学手続きの受付で提出する書類

JASSO から交付される「採用候補者決定通知」（原本）

※裏面の記入欄は、必要事項を全て記入してください。

（学籍番号や下宿先の住所など、未定の箇所は空欄で可）

「自宅外通学」を選択する場合に必要な書類の提出方法や期限等の詳細は、2 月～3 月に本

学 Web サイトでご案内します。 

本学に必ず入学する 
入学後に入学料減免を実施します。 
入学手続き時には、正規の入学料の金額と諸団体納付
金の合計額を納入（振込）してください。 
入学後に減免額を還付しますので、②奨学金問合せ先
へご連絡ください。 



（3）上記の手続により入学手続時に入学料減免を受けたが、その後に入学を辞退することにな

った場合は、本学で入学料減免は受けられませんので、速やかに入学料減免を受けた金額（正

規の入学料と減免後の入学料との差額）を納付してください。（注） 

（注）一度、この制度による支援を受けてしまうと、他のすべての対象機関において支援対象者

として認定を受けることができません。 

〔例１〕この制度の適用を受け、本学で入学料の減免を受けた場合 

他の大学等で再びこの制度による支援（授業料等の減免及び給付奨学金の支給）を受けるこ

とはできません。ただし、本学で入学料の減免を受けた場合でも、その後、入学料の全額を納

付し、支援を解消した場合はこの限りではありません。 

〔例２〕この制度の適用を受け、本学の入学手続き前に他の大学等で入学料の減免を受けた場合 

本学での支援（入学料・授業料の減免、JASSO 給付奨学生への推薦）は受けられません。 

２ 本学入学前に予約採用の手続きをしていないが、本制度の適用を希望する方（在学採用） 

入学手続き時に、正規の入学料の金額と諸団体納付金の合計額を納入（振込）してください。 

「在学採用」として入学後に本制度（JASSO 給付奨学金）に申請していただき、採用が決定した

場合には支援区分に応じて入学料の減免額を還付します。申請方法等については、3 月下旬頃に本

学ウェブサイトで案内します。 

３ 家計が急変した方（申請可能な事由発生月の対象期間：2024 年 1 月以降～2026 年 3 月） 

生計維持者の死亡、負傷・病気等による休職、風水害等による被災などの理由により、家計が急

変した場合には個別に必要な手続を案内しますので、②奨学金問合せ先へご連絡ください。 

４ その他の経済的支援制度について 

JASSO の貸与奨学金など、他の経済的支援制度については、別紙「経済的支援制度についてのご

案内」をご確認ください。 

【①入学料減免の問合せ先】 

学生課（入試） 桜山キャンパス 

TEL：052-853-8020  FAX：052-841-7428 

E-mail：shingaku@adm.nagoya-cu.ac.jp

【②授業料減免・奨学金の問合せ先】 

学生課（学生支援） 滝子キャンパス 

TEL：052-872-5042  FAX：052-872-5044 

E-mail：scholarship@sec.nagoya-cu.ac.jp

○本学の関連サイト
ホーム＞教育・学生生活＞学費・奨学金等

＞修学支援制度(減免及び給付型奨学金) 

○日本学生支援機構（JASSO）のサイト

高等教育の修学支援新制度（授業料等減免と給付奨学金）

mailto:shingaku@adm.nagoya-cu.ac.jp


（学部用） 

風水害等による入学料の減免について 

 入学前１年以内の風水害等により、入学する者又は学資負担者の住家に被害を

受け、入学料の納付が著しく困難である方は、入学料の全額又は 2分の 1の額が

免除される場合があります。 

・該当すると思われる方は、事前に学生課まで直接又は電話等でお申し出いただ

き、申請書類を入手してください。 

・被災した住家のある市町村役場でり災証明書の発行を受け、入学手続時に申請

書類とともに提出してください（り災証明書はコピー可）。 

※ 入学手続時にり災証明書が間に合わない場合は、事前にその旨をご連絡ください。

・諸団体納付金を本学所定の振込依頼書により納付し、入学時納付金納付証明書

（Ｂ票）を入学手続時に提出してください。 

※ 入学料は振込まないでください。

本学で、申請書類等を審査し、入学料の減免結果が確定次第本人あてご連絡 

いたします。 

※審査の結果、減免が認められないこともございます。予めご了承ください。

【問合せ先】  

名古屋市立大学学生課（入試）  

T E L 052-853-8020 

F A X 052-841-7428 

E-mail shingaku@adm.nagoya-cu.ac.jp



経済的支援制度についてのご案内 

１ 授業料減免及び各種奨学金等（留学生以外） ※詳細は本学Webサイトで確認してください。

制  度 概要・手続方法 基準・参照サイト 

授業料等 

減免 
高
等
教
育
修
学
支
援
新
制
度 

・国が実施する高等教育の修学支援新制度は『入学料・授業料の

減免』と『日本学生支援機構（JASSO）による返還不要な給付

奨学金』が一体となった制度です。 

・多子世帯の学生に対する大学の授業料・入学金の無償化はこの

制度に則って実施されます。 

➢ 本学Webサイト ホーム >  教育・学生生活  >  学費・奨学金等

> 修学支援制度(減免及び給付型奨学金) 

①学業、②家計（収入・資

産）、③入学時期、④在留

資格等の基準・要件をすべ

て満たす者 

日
本
学
生
支
援
機
構
奨
学
金 

給
付
奨
学
金 

貸
与
奨
学
金 

・卒業後に返還が必要な奨学金です。無利子の「第一種」、有利

子の「第二種」があります。

➢ 本学Webサイト ホーム >  教育・学生生活 >  学費・奨学金

> 日本学生支援機構奨学金 

上記のほか、⑤過去の利用

状況、⑥債務の状況等の基

準・要件をすべて満たす者 

名市大生 

スタート 

支援奨学金 

給
付(

一
時
金) 

基準に該当する場合に５万円の一時金を支給します。 

➢ 本学Webサイト ホーム > 教育・学生生活 > 学費・奨学金等

> 名市大生スタート支援奨学金

両親等 (生計維持者)の住民

税所得割額が非課

税の世帯に属する

者 

その他 

奨学金 

貸
与
・
給
付
等 

本学に募集案内が届いた場合、学内掲示板、学務情報システム

（Live Campus U）等により詳細を案内しています。 

➢ 本学Webサイト ホーム > 教育・学生生活 > 学費・奨学金等

> 各種奨学金

団体・法人等の募集要項に

よります。 

＜注意＞ 被災、失職、死亡等により、家計が急変した場合は、授業料減免や日本学生支援機構奨学金の支援を受けられる
場合があります。個別に問合せ先（学生課学生支援担当）までご相談ください。 

２ 授業料減免及び各種奨学金等（留学生対象） 

制  度 概要・手続方法 基準・参照サイト 

授業料減免 

基準に基づき、授業料の全額･1/2  額・1/4額を減免します。 

➢ 本学Webサイト ホーム > 教育・学生生活 > 学費・奨学金等

> 授業料の減免 > 授業料減免(留学生) 

経済基準・成績基

準を満たす者 

その他 

奨学金 
給付等 

本学に募集案内が届いた場合、本学Webサイト、学内掲示板、

学務情報システム（ Live Campus U ）でお知らせします。 

➢ 本学Webサイト ホーム > 国際交流・留学 > 留学生の方へ

>奨学金情報(外国人留学生向け)

団体・法人等の募集要項に

よります。 

３ 問合せ先 

＜留学生以外＞ 学生課（学生支援） ＜留学生＞ 国際課 

TEL： 052-872-5042  TEL： 052-872-5163 

E-mail： scholarship@sec.nagoya-cu.ac.jp  Ｅ- mail： ryugaku@sec.nagoya-cu.ac.jp 

窓口対応時間：平日8時45分～17時15分    窓口対応時間：平日9時00分～17時00分 

（土日祝日及び12月29日～1月3日を除く）     （土日祝日及び12月29日～1月3日を除く） 

場所：滝子キャンパス３号館１階       場所：滝子キャンパス３号館１階 国際交流センター 

JASSO奨学金（給付・貸与）の採用方法には、①入学前に申請し採用候補者となる

「予約採用」と、②入学後に申請する「在学採用」があります。 

本制度による支援を希望される方は、別紙「高等教育の修学支援新制度（入学料・

授業料減免＋給付奨学金）による入学料の減免について」をご参照ください。

mailto:scholarship@sec.nagoya-cu.ac.jp


障害のある学生のみなさんへの 

入学後の修学支援について 

名古屋市立大学では、だれもが利用しやすい大学を目指し、障害のある学生のみなさんの

修学支援や学内における物理的バリアの除去、学内施設のユニバーサルデザイン化を進めて

いるところです。 

平成 28年 4月 1日には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の施行に

伴い、「公立大学法人名古屋市立大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する

教職員対応要領」を制定し、全学的な体制で障害のある学生のみなさんへの支援を行ってい

ます。 

入学後に修学の支援が必要な場合は、「障害等を理由とする修学支援申請及び情報提供

に関する取扱い同意書（本学ウェブサイトに掲載）」に必要事項を記入し、症状が分かるような

様式（医師の診断書、障害者手帳等）を添えて学生課（学生支援担当）へご提出ください。 

また、障害の有無にかかわらず、疾病やアレルギー等で心配なことがありましたら、下記問合

せ先まで、お気軽にご連絡ください。 

保健管理センターでは、カウンセラーによるよろず相談や医師によるこころやからだの健康

相談、看護師による相談も行っていますので、あわせてご利用ください。 

参考ページ（本学ウェブサイト） 

ホーム >  教育・学生生活 >  心と体の健康 >  障害学生支援

https://www.nagoya-cu.ac.jp/education/healthcare/support/ 

【問合せ先】 
・学生課（学生支援）
滝子（山の畑）キャンパス 3 号館 1 階
TEL：052-872-5042 
E-mail：studentservice@sec.nagoya-cu.ac.jp

・保健管理センター
滝子（山の畑）キャンパス 2号館 1階
TEL：052-872-5881 
E-mail：hoken@sec.nagoya-cu.ac.jp

https://www.nagoya-cu.ac.jp/education/healthcare/support/


通学定期券の購入について 

通学定期券は、原則として自宅と大学との最寄り駅（停留所）間のみについて発行されます。ただし、名古屋

市交通局の市バス・地下鉄を利用する場合は、乗車区間の制限はありません。 

名古屋市交通局の定期券は「マナカ機能付学生証」を定期券発行窓口で提示することで購入できます。また、名

古屋市交通局以外の鉄道やバスの定期券を購入する場合は、大学で発行する「通学定期乗車券発行控」(通学証明書

と同じ役割をするもの)も必要です。「マナカ機能付学生証」「通学定期乗車券発行控」は、入学後（学部別ガイダ

ンス等）でお渡しする予定です。例外として入学前に名古屋市交通局の定期券を購入できる期間があるので、下

記の「入学前に通学定期券を購入する場合」をご確認ください。詳細については各鉄道・バス会社へ問い合わせ

てください。 

通学定期券の購入可能範囲及び必要書類 

鉄道・バス事業者 駅・停留所の制限 
マナカ付 
学生証 

通学定期乗車券 
発 行 控 

市バス・地下鉄 
なし 

※ 利用したい乗車区間を自由に選択できます
必要 不要 

市バス・地下鉄と 
名鉄及びＪＲとの 
連絡定期乗車券 

自宅の最寄り駅から 
大学の最寄り駅まで 

必要 必要 

名鉄、ＪＲ、近鉄、 
その他鉄道及びバス 

自宅の最寄り駅から 
大学の最寄り駅まで 

必要 必要 

各学部・研究科利用キャンパス・建物の最寄りの地下鉄駅及びバス停 

学部・研究科 キャンパス 最寄りの地下鉄駅 最寄りのバス停 

全学部、経済学研究科、人間文化研究
科、理学研究科、DS研究科 

滝子(山の畑) 桜山 滝子 

医学部医学科・医学研究科 桜山(川澄) 桜山 市立大学病院 

医学部保健医療学科看護学専攻 桜山(川澄) 桜山高岳、車道、新栄町 布池 

医学部保健医療学科リハビリテーショ
ン学専攻・看護学研究科 

桜山(川澄) 桜山 市立大学病院 

薬学部・薬学研究科 田辺通 
瑞穂区役所、瑞穂運動場東、 

総合リハビリセンター 
市大薬学部 

芸術工学部・芸術工学研究科 北千種 池下、砂田橋、ﾅｺﾞﾔﾄﾞｰﾑ前矢田 萱場、清明山 

※全学部の１年生全員が滝子キャンパスで教養科目を受講します。

名古屋市立大学学生課(学生支援) 052-872-5042 

入学前に通学定期券を購入する場合 

入学前に購入できる定期券は、 

名古屋市交通局（地下鉄・市バス）のみです。 

購入済の通学定期券を、あとから「マナカ機能付学生証」 

にのせかえることはできませんので注意してください。 

(1)購入できる定期券…4月1日から4月14日の間に 

通用開始となる定期券 

(2)購入できる期間…3月15日～ 

(3)購入時に必要な書類 

ア 本学発行の入学許可書 

イ 定期券購入申込書（発売窓口にあります）

※学生定期券は、交通局サービスセンター（名古屋、金山、 

栄の各駅）及び地下鉄駅駅長室（上小田井、上飯田の駅を 

除く）で購入することができます。 

※詳しい内容については名古屋市交通局へお問い合わせください。 

おトクな耳より話 
～名古屋市交通局の市バス・地下鉄定期券ver～ 

1 ヶ月定期券より6 ヶ月定期券

の方が１０％割安！ 

地下鉄定期券は「一筆書き（※）」で描

ける経路で乗換えが3回以内なら、好

きな経路が選べる！ 
 

Point② 

名市大キャンパスを飛び出そう！ 

パンフレット 

詳しくは、パンフレット「名市大

キャンパスを飛び出そう」をご覧

ください。 

※ 経路の交差、駅の重複などは発売出来ない等一部制約があります。 

名古屋市立大学 新入生向けリーフレット 

マチルダ 

パソコン・携帯・スマートフォンから 

ダウンロード！ 

検索 

Point① 

交通企画・モビリティ都市推進課 Tel 052-972-2724 ミッチー 

https://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/page/0000120352.html 



マナカ機能付学生証について 

 名古屋市立大学の学生証にはＩＣカード乗車券（マナカ）機能がついています。そのため、

乗車券・電子マネー、通学定期券として利用することが可能です。 

 乗車券・電子マネーとして利用する 

通常のマナカ乗車券として使用するためにはマナカ取扱駅などに設置してあるチャージ機

などでチャージしてご利用ください。 

 通学定期券をのせる 

マナカ機能付学生証に通学定期券をのせて使用する場合は、駅長室で定期券購入の申し出

をしてください。 

すでに通常マナカで購入した通学定期券を、「マナカ機能付学生証」にのせかえることはでき

ません。（通学定期券の有効期間を使い切ってから、新規で「マナカ機能付学生証」を出して

定期券を購入することになります。）通学定期券として使用することを考えている方は、学生証

を受け取った後に通学定期券の購入をするようお願いします。 

名古屋市交通局と名古屋鉄道、名古屋市交通局とＪＲ東海などとの連絡定期券も、マナカ

機能付学生証にのせることが可能です。その場合は、名古屋市交通局の定期券発行窓口でマ

ナカ機能付学生証を出して定期券を購入してください。なお、ＪＲ東海の窓口ではこの手続

きはできません。 

マナカ機能付学生証と通常のマナカやトイカなどのＩＣカード乗車券を同じ定期入れに入れると、

駅の自動改札機や各種カード読み取り機が誤作動することがあります。 

※マナカ機能付学生証のマナカ機能にかかる取扱いについては株式会社名古屋交通開発機構が定めるマナカ取扱

規則、マナカマイレージポイント取扱規則、マナカ電子マネー取扱規則及び一体型マナカ利用特約によりま

す。

※なお、デポジット代金は徴収していませんので、学生証返還(卒業・退学時)の際に返金はありません。 

名古屋市立大学学生課(学生支援)

 電話：052-872-5042 

マナカ機能に関する問い合わせ先  電話 052-875-9911 

受付時間 9時～17時（土曜日曜祝日を除く） 

株式会社名古屋交通開発機構ＩＣシステム部 

マナカ機能付学生証（見本） 



 

名古屋市立大学 
入学生・保護者の皆様 

総合情報センター 

 

Officeデスクトップアプリについて 
 

名古屋市立大学の学生は、マイクロソフト社のOfficeデスクトップアプリを無償で利用する
ことができます。 

 
※すでにOfficeデスクトップアプリを利用できるライセンスをお持ちの場合は、 
引き続きご利用いただいてかまいません。 

 
【利用できるデスクトップアプリ】 

パソコン上で利用できるWord、Excel、PowerPointなど 
 
【利用できる期間】 
   名古屋市立大学在学中 
   ※退学・卒業後は利用できません 

 
【利用方法・ダウンロード方法等】 

本学ウェブサイトをご参照ください。 
 

ホーム > 図書館・病院・附属施設  
> 総合情報センター情報システム部門  
> ネットワーク・ソフトウェアについて 
> Microsoft365利用案内 

https://www.nagoya-cu.ac.jp/affiliate/ict/network/office365/ 
 
 
 

【問合せ先】 
総合情報センター（滝子（山の畑）キャンパス 6 号館 1 階） 
TEL：052-872-5792  
E-mail：it-sys@cc.nagoya-cu.ac.jp 

mailto:studentservice@sec.nagoya-cu.ac.jp


令和８年度入学者アンケートご協力のお願い 

合格おめでとうございます。 
この調査は、入学する皆さんの意見を聞き、今後の名古屋市立大学の運営を
より良いものとするためのアンケートです。 
是非ご協力いただきますようお願いいたします。 
なお、頂いた回答により回答者に不利益が生じることは一切ありません。 

回答締切：令和８年３月 31 日（火） 

以下の URL よりご回答ください。 
（所要時間は５～１０分程度です） 

https://forms.gle/vo9RjrKi3q9JHjtn7 

【入学者アンケートに関する問い合わせ先】 
名古屋市立大学 学生課 （入試）
TEL：052-853-8020 
MAIL：shingaku@adm.nagoya-cu.ac.jp 



 

 

 

 保 護 者 の 皆 様 

 

 謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 このたび、ご子息・ご息女が名古屋市立大学の入学試験にめでたく合格の栄冠をかちえ

られましたことを心からお祝い申し上げます。 

 

 さて、名古屋市立大学には、会則のとおり保護者の皆様などを会員とする後援会が結成

されております。この後援会は、主として学生の福利厚生の為に大学の発展に側面から協

力する目的で昭和 31 年に結成されました。以来、会員のご子息、ご息女が充実した学生

生活を送ることが出来るよう様々な支援事業を行っております。 

今後数年間本学に教育を託される保護者の皆様におかれましても、ご入会くださるよう

お願い申し上げます。 

 

 なお、本会は、保護者の皆様などから入学時にお振込いただく会費により運営致してい

るところであります。 

細則によりまして、医学部医学科及び薬学部薬学科ご入会の方は９万円（６ヶ年分）、医

学部保健医療学科、薬学部生命薬科学科、経済学部、人文社会学部、芸術工学部、総合生

命理学部、データサイエンス学部ご入学の方は６万円（４ヶ年分）となっております。重

ねてのお願いとはなりますが、何卒本会の趣旨にご賛同いただき、入学料等とともにお振

込くださいますようお願い申し上げます。 

 

 また、後援会の活動に必要となる個人情報の利用につきましては、「名古屋市立大学にお

ける学生に係る個人情報の取扱いについて」に利用目的及び利用情報をまとめております

ので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。 

 

謹 白 

 

                     名古屋市立大学後援会 

会長  村井 清  



 

後援会による学生に対する各種支援事業 

 

課外活動に対する支援  

■大学祭・クラブ活動等に対する助成 

… 大学祭や、クラブ・同好会などの課外活動団体に対する助成を行っています。令和6

年度は43件のクラブ・同好会に助成しました。 

■ゼミ合宿、クラブ合宿等における宿泊施設利用補助 

… 学習、研究、課外活動のために提携施設を利用した際、宿泊代金の一部を助成してい

ます。令和６年度は延べ138名に助成しました。 

 

学生に対する福利厚生事業 

■成績優秀者表彰 

… 大学が実施する、優秀な成績を修めた学生に対する表彰「瑞秀賞」に併せて、後援会

から記念品を贈呈しています。 

■徳川美術館・名古屋市美術館・名古屋市博物館※の入館補助 

… 入館時に学生証を提示することで年間何度でも無料入館することができます。令和６

年度は延べ約1442名の学生が利用するなど、多くの学生に教養を身に着ける機会を提供

しています。 

※休館中。令和8年度リニューアルオープン予定。 

 

就職支援・キャリア形成事業への支援 

■各種資格試験受験費用助成 

… TOEICを始めとする各種資格の合格者に対して、受験料の全額を助成しています。 

令和６年度は延べ257名に助成しました。  

■業界研究など就職・キャリアに関するガイダンス開催 

… 社会人としての将来像を描けるようなガイダンスに対する支援等を行っています。 

 

国際交流活動への支援 

■交換留学等に対する助成 

… 本学と国際交流協定を締結している大学に留学等をする学生に対して、航空運賃の助

成を行っています。 

 

教育環境整備への支援 

課外活動施設である学生会館や運動施設を中心に、学生が課外活動に使用する施設の修繕

を実施しています。令和６年度は、滝子キャンパスの中庭グラウンド防球ネット設置、学

生会館和室の畳替、卓球場・武道場へのスポットエアコン設置等を行いました。 



   

名 古 屋 市 立 大 学 後 援 会 会 則 

 

第１条 本会は、名古屋市立大学後援会と称する。 

第２条 本会の事務所は、大学内に置く。 

第３条 本会は、大学の整備拡充、学術研究等大学の充実のために必要な協力を与えることを

目的とする。 

第４条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

 (1) 大学施設の整備に対する援助 

 (2) 学術研究に対する援助 

 (3) 教職員及び学生の福利厚生に対する援助 

 (4) その他本会の目的達成に必要な事業 

第５条 本会は、次の会員をもって組織する。 

 (1) 在学生(学部生に限る。)の保護者又は保証人で本会の趣旨に賛同する者 

 (2) 卒業生で本会の趣旨に賛同する者 

 (3) 本会の趣旨に賛同する個人又は法人 

第６条 本会に次の役職者を置く。 

  会長        １名 

  副会長      若干名 

  理事        若干名 

  会計        １名 

  監事        ３名 

第７条 会長、副会長は、理事会の推薦に基づき、総会で選任する。 

２ 理事は、会員のうちから前項により選任された会長が、総会の議を経て委嘱する。 

３ 前項の理事には、各学年に属する会員のうちから１名以上を含むものとする。 

４ 会計は理事のうちから、会長が委嘱する。 

５ 監事は、会員のうちから総会の議に基づき会長が委嘱する。 

第８条 役員の任期は、１年とする。ただし、再任は妨げない。 

第９条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。 

３ 会計は、会計事務を司り、監事は、会計事務を監査する。 

第 10 条 第６条に定める役員の外必要があると認めるときは、顧問を置くことができる。 



   

２ 顧問は、総会の議を経て会長が委嘱し、会長の諮問に応ずるものとする。 

第 11 条 本会の会議は、総会、理事会及び役員会とし、会長がこれを招集する。 

ただし、時宜により書面を以って会議に代えることができる。 

２ 会議の議長は、会長がこれに任ずる。 

第 12 条 総会は、毎年年度始めにこれを開催し、会務の報告、予算及び決算、会則の変更その

他重要事項を審議決定する。 

２ 会長が必要あると認める時は、臨時総会を開催することができる。 

第 13 条 理事会は、会長、副会長、会計及び理事をもって構成し、事業計画、細則の変更その

他会務の運営について必要な事項を審議する。 

第 14 条 役員会は、会長、副会長、会計及び監事をもって構成し、必要と認める事項を協議す

る。 

第 15 条 会長の命を受けて本会の事務を処理するために、書記を置く。 

第 16 条 本会に必要な経費は、会費及び寄附金又はその他の収入をもって充てる。 

第 17 条 会員は、会費を負担するものとし、金額及び徴収方法は別に定めるところによる。た

だし、第５条第２号の会員は会費を徴収しないものとする。 

第 18 条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 31 日をもって終る。 

 

  附 則 

 この会則は、昭和 31 年３月３日から施行する。 

  附 則 

 この会則は、昭和 38 年１月５日から施行する。 

  附 則 

１ この会則は、平成７年６月 12 日から施行する。 

２ この会則による改正後の名古屋市立大学後援会会則（以下「改正後会則」という。） 第７

条第２項の規定は、平成７年度以後に委嘱する理事に適用し、平成６年度以前に委嘱した理

事については、なお従前の例による。 

３ 改正後会則第３条の規定は、平成８年度から適用する。 

  附 則 

 この会則は、平成 12 年７月１日から施行する。 

  附 則 

 この会則は、平成 14 年７月１日から施行する。 

附 則 

 この会則は、令和５年６月 28 日から施行する。 

附 則 

 この会則は、令和６年７月 12 日から施行する。 

 

 

 

 



   

名古屋市立大学後援会会則細則 

 

第１条 名古屋市立大学後援会会則（以下「会則」という。）第 17 条に規定する会費の額は、

次のとおりとする。 

 (1) 会則第５条第１号の会員は、１学年につき 15,000 円とする。 

 (2) 会則第５条第３号の個人会員は１年につき 2,000 円、法人会員は１年につき 10,000 円

とする。 

第２条 会費の徴収方法は、次のとおりとする。 

 (1) 会則第５条第１号の会員は、入学手続時に、学部ごとに定められた修業年限に 15,000

円を乗じて得た額を、本会事務所へ納入するものとする。 

 (2) 前号の規程にかかわらず、薬学部生命薬科学科から薬学部薬学科に転学科した在学生に

係る会則第５条第１号の会員は、転学科時に、30,000 円を本会事務所へ納入するものとす

る。 

 (3) 会則第５条第３号の会員は、毎年度当初に本会事務所へ納入するものとする。 

第３条 会費は、納入後にあっては、これを返還しないものとする。 

第４条 会則第４条の事業のうち学生個人への補助事業の対象となる学生の保護者等は、会費

を納入していることとする。 

第５条 この細則の実施に関し必要な事項は、役員会の議を経て、会長が定めることができる。 

 

  附 則 

 この細則は、昭和 31 年３月３日から施行する。 

  附 則 

 この細則は、昭和 36 年２月 15 日から施行する。 

  附 則 

 この細則は、昭和 38 年１月５日から施行する。 

  附 則 

 この細則は、昭和 38 年８月 14 日から施行する。 

  附 則 

 この細則は、昭和 39 年３月 25 日から施行する。 

  附 則 

 この細則は、昭和 43 年５月 31 日から施行する。 

  附 則 

 この細則は、昭和 51 年１月１日から施行する。 

  附 則 

 この細則は、昭和 53 年５月 12 日から施行する。 

  附 則 

１ この細則は、平成７年６月 12 日から施行する。 

２ この細則による改正後の名古屋市立大学後援会会則細則の規定は、平成８年度以後に入学する

学生に適用し、平成７年度以前に入学した学生については、なお従前の例による。 

  附 則 

１ この細則は、平成 21 年６月１日（以下｢施行日｣という。）から施行する。  



   

２ この細則による改正後の名古屋市立大学後援会会則細則第 2 条第 2 号の規程は、施行日以

降に転学科する学生に適用する。 

  附 則 

 この細則は、令和６年７月 12 日から施行する。 



ご入学された皆さまへ 
 

 

名古屋市立大学交流会ご入会について 

 

 ご入学おめでとうございます。心よりお慶び申し上げます。 

 

名古屋市立大学交流会は、名古屋市立大学の学生、同窓生ならびに教職員等が全学的

に集う組織です。名古屋市立大学のさらなる発展と社会への貢献を図るとともに、会員

相互の交流や親睦を目的としております。 

 

 ご入学された皆さまやご家族から、「誇りに思い、愛される名市大」となるよう、明

るい未来に向かって歩んでまいりたいと存じます。皆さまの温かいご理解とご支援を賜

りますよう謹んでお願い申し上げます。つきましては、下記によりご入会手続きのほど

お願い申し上げます。   

 

 末筆ではございますが、皆さまのご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。 

 
名古屋市立大学交流会 

会長 津田 喬子 
 

記 

 
1. 申込方法  入会金を入学料等とともに、入学時納付金振込依頼書にてお振込みく

ださい。 

 

2. 入 会 金  5,000 円 

 

3. その他   （1）交流会の活動に必要となる個人情報の利用につきましては、「名古

屋市立大学における学生に係る個人情報の取扱いについて」に利用

目的及び利用情報をまとめておりますので、あらかじめご了承くだ

さいますようお願い申し上げます。 

        (2) 会員情報は、業務委託先（DM 発送業者など）以外の第三者に提

供することはありません。 
(3)  名古屋市立大学交流会では、会員名簿を発行することはございま

せん。（交流会を名乗った名簿発行の勧誘にご注意ください。）  
以上 

 

 

【問合せ先】 

名古屋市立大学交流会事務局       

TEL：052-853-8005  FAX：052-841-6201 

E-mail：koryukai@sec.nagoya-cu.ac.jp 

URL：https://www.koryukai.jp 

mailto:koryukai@sec.nagoya-cu.ac.jp
https://www.koryukai.jp


名古屋市立大学交流会会則 

 

（目的） 

第 1 条 この会は、名古屋市立大学の同窓生、学生及び教職員等が全学的に集

う組織として、名古屋市立大学の発展と社会への貢献を図るとともに会員相

互の交流、親睦等を目的とする。 

（名称） 

第 2 条 この会の名称は、名古屋市立大学交流会（以下「本会」という。）とす

る。 

（事務局） 

第 3 条 本会は、事務局を名古屋市立大学内に置く。 

（会員） 

第 4 条 本会は、次に掲げるものをもって構成する。 

 (1) 名古屋市立大学・同大学大学院、名古屋市立保育短期大学、名古屋市立

女子短期大学及び名古屋市立中央看護専門学校（以下「市立大学」という。）

の卒業生、修了生その他市立大学に在籍したことのある者 

 (2) 市立大学の学生 

 (3) 市立大学（名古屋市立大学医学部附属病院を含む。以下同じ。）に勤務し

ている者及び勤務したことのある者 

 (4) 市立大学とゆかりのある者又は団体で、会長が必要と認めた者 

 (5) その他本会の趣旨に賛同する者又は団体で、会長が必要と認めた者 

（役員） 

第 5 条 本会に、役員として、会長 1 名、副会長若干名及び理事を置く。 

2  会長は、会員の中から理事会の推薦を受けた者を、総会において選出する。 

3  副会長は、役員の互選により定める 

4  理事は、別表に掲げる者及び会長が指名する者とする。 

 （監事） 

第 6 条 本会に、監事若干名を置く。 

2  監事は、理事会の同意を得て、会長が選任する。 

 （役員等の職務） 



第 7 条 会長は、本会を代表し、その会務を総理する。 

2  副会長は、会長を補佐し、会務の執行を総括する。会長に事故あるとき又

は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

3  理事は、会務の執行を担当する。 

4  監事は、本会の会計を監査する。 

 （任期） 

第 8 条 会長及び副会長の任期は、 2 年とし、再任を妨げない。ただし、副会

長の任期の末日は、会長の任期の末日以前でなければならない。 

2  理事の任期は、 2 年とし、再任を妨げない。 

3  監事の任期は、2 年とし、再任を妨げない。ただし、監事の任期の末日は、

会長の任期の末日以前でなければならない。 

4  役員及び監事（以下、この条において「役員等」という）は任期満了の後、

後任の役員等が選任されるまでの間、なおその職務を行なうものとする。 

5  補欠により選任された役員等の任期は前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第 9 条 会議は、総会、理事会とする。 

2  総会は、原則毎年 1 回、開催する。 

(1) 総会は会長、副会長、理事及び第 4 条に掲げる会員をもって組織し、会

長が招集する。 

(2) 総会の議長は、会長をもって充てる。 

(3) 総会は、次に掲げる事項を議決する。 

 ア 本会の運営に関する重要事項 

 イ 会則の改廃に関する事項 

 ウ 事業計画及び事業報告に関する事項 

 エ 予算及び決算に関する事項 

 オ その他会長が諮問する事項 

(4) 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決する

ところによる。 

3  理事会は、会長、副会長及び理事をもって組織し、会長が招集する。ただ

し、時宜により書面を以って理事会に代えることができる。 



(1) 理事会は本会の運営に必要な事項を審議する。 

(2) 理事会は、役員の 2 分の 1 以上の出席がなければ開会することができな

い。なお、別表に掲げる理事がやむを得ない理由により出席できないとき

は、当該理事が所属する同窓会の者を代理人として出席させることができ

る。 

4 前２項にかかわらず、災害、その他やむを得ない理由により総会及び理事会

の開催が困難な場合は、会長が議事を決することができる。 

（事業） 

第10条 本会は第 1 条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

 (1) 市立大学及び市立大学の学生への支援、連携及び協力 

 (2) 懇親会、講演会等の開催等、会員相互の交流及び親睦の推進 

 (3) 会員への名古屋市立大学の情報提供 

 (4) 市立大学の各同窓会との連携及び協力 

 (5) その他本会の目的に沿った事業活動 

（経費） 

第11条 本会の運営に必要な経費は、入会金、賛助会費、寄附金その他の収入

をもって充てる。 

（会計年度） 

第12条 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月31日に終わる。 

 （委任） 

第13条 本会の運営に関し必要な事項は、この会則に定めるもののほか、会長

が別に定める。 

 

   附 則 

 この会則は、平成25年 3 月21日から実施する。 

附 則 

この会則は、平成27年 4 月 1 日から実施する。 

  附 則 

この会則は、平成29年 2 月 4 日から実施する。 

  附 則 



この会則は、平成30年 2 月11日から実施する。 

  附 則 

この会則は、令和４年 2 月19日から実施する。 

附 則 

この会則は、令和５年 2 月18日から実施する。 

附 則 
この会則は、令和７年４月１日から実施する。 

 

 

別表（第 5 条第 4 項関係） 

瑞友会 会長 

薬友会 会長 

瑞山会 会長 

剣陵会 会長 

瑞桜会 会長 

萱光会 会長 

看桜会 会長 

瑞滝会 会長  

同窓会さわらび 会長 

ひさぎ会 代表 

しらゆり会 会長 

 



学友会からのお知らせ 
 

新入生ならびに保護者の皆様、ご入学おめでとうございます。 

学友会は正式名を名古屋市立大学学友会と称し、学生の総意を大学の運営に反映するための公的な学

生の意思代表機関です。当大学では学生全員が会員であり、一人一人が大学の自治の担い手となってい

ます。 

 毎年、卒業までの大学生活を快適なものにするため、新入生の方全員に学友会の会員となっていただき、

入学時に学友会費を納めていただいています。学友会費は、大学祭、自治活動やクラブ活動など、学生生

活における様々な活動に割り当てられます。金額は、入会金 ２，０００円、年会費 １，５００円（学友会規約

による）で、卒業までの会費を入学料等とともに一括して納めていただきます。学友会の規約は、大学ホーム

ページの 教育・学生生活 > 諸手続きのご案内 > 学生生活に関わる各種規程（http://www.nagoya-

cu.ac.jp/education/procedures/rules/index.html）に掲載しています。 

  

 学部によって金額は異なり、以下のようになります。 

 

 医学部(医学科)･薬学部(薬学科)                  計 １１，０００円 

 

 医学部(保健医療学科)･薬学部(生命薬科学科)･経済学部･       計  ８，０００円 

 人文社会学部･芸術工学部･総合生命理学部･データサイエンス学部 

 

 

 なお、納めていただいた学友会費の返金はできませんので、予めご了承ください。新入生ならびに保護

者の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

◆学外諸団体にご注意ください！ 

 入学手続き、入学式当日および新入生歓迎祭期間中には、大学周辺に勧誘や街頭アンケートが多

く出没します。このような人たちに名前や住所、電話番号を教えると、後々まで付きまとわれ、下

宿生の場合は下宿にまで押しかけてくることもあります。このような団体については、当方も十分

に気を付けていますが、新入生ならびに保護者の方々も常に注意されますようお願いいたします。 

 

◆新入生歓迎祭にぜひご参加ください！ 

 例年、新入生の皆様を歓迎するために、新２年生が新入生歓迎行事をいろいろと企画していま

す。数年前には新型コロナウィルス感染症の流行もありましたが、今では以前の活気を取り戻しま

した。授業や課外活動などについて先輩に相談したり、友だちをつくったりする場を設け、みなさ

んが大学生活をスタートするためのお手伝いをします。ぜひご参加ください。 

 

名古屋市立大学学友会 

会長 磯貝 知生  

http://www.nagoya-cu.ac.jp/education/index.html
http://www.nagoya-cu.ac.jp/education/procedures/index.html


 

 

名古屋市立大学人文社会学部 同窓会（瑞桜会）入会のご案内 

 

ご入学おめでとうございます。 

人文社会学部同窓会（瑞桜会）は、名古屋市立大学人文社会学部卒業生により組織され、

会員相互の親睦と母校の発展に寄与することを目的とし、同窓会名簿の作成、会報の発行、

総会などを行っています。 

 また、卒業生が在校生に向けて現在の活躍の様子を伝える「ようこそ先輩シリーズ」の開催

や在学生の皆さんの海外留学等を応援する在校生支援事業など、在校生向けの事業も行っ

ています。 

皆様方にも入学と同時に学生会員として入会していただきたく、お手数ですが、下記によ

り入会の手続をお願いいたします。 

記 

１ 申し込み 

入学時納付金振込依頼書にて、同窓会費を入学料等とともに お振り込みください 。 

 

２ 同窓会費          １５，０００円 

内訳 入会金        ５，０００円 

年会費５か年分 １０，０００円 

 

 

 

名古屋市立大学人文社会学部同窓会 

会長  野村 圭一 
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